
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
支
援

健康づくり課

登録日時、場所、メールアドレスのみ取得します。
氏名・電話番号・位置情報等は一切取得いたしません。
取得した情報は、徳島県で厳重に管理し、
３０日を経過後、速やかに廃棄します。
同じ場所でも、別日に訪れた場合はその都度読み込み、
登録してください。

※「ＱＲコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

メールアドレスの
ご登録をお願いします
ＱＲコードを読み取り、メールアドレスをご登録いただくと、 

あなたと同じ日に同じ施設を利用した方の
新型コロナウイルス感染が確認された場合、

徳島県からメールでお知らせします。
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低
所
得
の
ひ
と
り
親
世
帯
に
つ
い
て
、新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
子
育
て

負
担
の
増
加
や
収
入
の
減
少
に
対
す
る
支
援
を

行
う
た
め
、臨
時
特
別
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

１
．基
本
給
付

給
付
金
の
対
象
と
な
る
方
　

次
の
⑴
～
⑶
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

⑴
令
和
２
年
６
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
が
支
給

さ
れ
る
方（
申
請
不
要
）

⑵
公
的
年
金
等
を
受
給
し
て
お
り
、令
和
２
年
６

月
分
の
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
が
全
額
停
止

さ
れ
る
方（
既
に
児
童
扶
養
手
当
受
給
資
格
者

と
し
て
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方
だ
け
で
な
く
、

児
童
扶
養
手
当
の
申
請
を
し
て
い
れ
ば
、令
和

２
年
６
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
が
全

額
ま
た
は
一
部
支
給
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る

方
も
対
象
に
な
り
ま
す
。）（
申
請
必
要
）

⑶
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受

け
て
家
計
が
急
変
す
る
な
ど
、収
入
が
児
童
扶

養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
と
同
じ
水
準
に

な
っ
て
い
る
方（
申
請
必
要
）

給
付
額
　
１
世
帯
５
万
円

（
第
２
子
以
降
１
人
に
つ
き
３
万
円
加
算
）

ひ
と
り
親
世
帯

臨
時
特
別
給
付
金
の
ご
案
内

２
．追
加
給
付

給
付
金
の
対
象
と
な
る
方
　

上
記
、基
本
給
付
金
対
象
者
の
⑴
ま
た
は
⑵
に
該

当
す
る
方
の
う
ち
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
を
受
け
て
家
計
が
急
変
し
、収
入
が
減

少
し
た
方（
申
請
必
要
）

給
付
額
　
１
世
帯
５
万
円

給
付
金
の
支
給
手
続
き
　

　
１
．基
本
給
付
の
⑴
に
該
当
す
る
方
は
申
請

不
要
で
、７
月
下
旬
に
ご
案
内
を
送
付
予
定
で
す
。

案
内
通
知
が
届
か
な
い
と
給
付
金
は
受
け
取
れ

な
い
の
で
、住
所
が
変
わ
っ
た
方
は
児
童
扶
養
手

当
の
住
所
変
更
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。８

月
中
に
児
童
扶
養
手
当
の
振
込
口
座
に
振
り
込

む
予
定
で
す
。

　
そ
れ
以
外
の
方
は
、
基
本
給
付
、
追
加
給
付

と
も
申
請
が
必
要
で
す
。
詳
細
が
決
ま
り
次
第

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　

ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
　
☎
０
２
１
２
‐
４
０
０
‐
９
０
３
　

ま
た
は
　
こ
ど
も
相
談
室
　
☎
22
‐
１
６
７
７

特別定額給付金を装った詐欺に注意！不審な電話などがあった場合はご相談ください。
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国
民
健
康
保
険

　
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染
し
、ま
た
は
発
熱
等
が
あ

り
感
染
が
疑
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、仕
事
を
欠
勤

し
、給
与
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
っ
た
場
合
、傷
病
手
当
金
を
支
給
し

ま
す
。

対
象
者
　
次
の
全
て
を
満
た
す
方

⑴
阿
南
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
こ
と

⑵
給
与
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
こ
と

⑶
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染
し
、ま

た
は
発
熱
等
が
あ
り
感
染
が
疑
わ
れ
る
こ
と

に
よ
り
、療
養
の
た
め
労
務
に
服
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
っ
た
こ
と

⑷
連
続
し
た
３
日
間
仕
事
を
休
み
、４
日
目
以
降

も
労
務
で
き
ず
、４
日
目
が
令
和
２
年
１
月
１

日
か
ら
９
月
30
日
ま
で
の
間
に
属
す
る
こ
と

⑸
給
与
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と

※
支
給
に
つ
い
て
は
、要
件
等
が
あ
り
ま
す
の
で
、

詳
し
く
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　

保
険
年
金
課
　
☎
22
‐
１
１
１
８

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
お
い
て
も
、新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
傷
病
手
当
金
の

支
給
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、申
請
に
必
要
な
書
類
は
、徳
島
県
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
し
て
い
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
拡
大
防

止
の
た
め
、原
則
、郵
送
で
の
申
請
を
お
願
い
し

ま
す
。

　
申
請
を
希
望
す
る
場
合
は
、必
ず
事
前
に
保
険

年
金
課
高
齢
者
医
療
係
ま
で
ご
連
絡
の
上
、申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　

保
険
年
金
課
　
☎
22
‐
８
０
６
４

徳
島
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

〒
７
７
１
‐
０
１
３
５
　

徳
島
市
川
内
町
平
石
若
松
78
番
地
１

☎
０
８
８
‐
６
７
７
‐
３
６
６
６

　　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染
し
た

被
保
険
者
等
に
係
る
傷
病
手
当
金
に
つ
い
て

「接触確認アプリ」のインストールに
ご協力ください
　新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）
は、新型コロナウイルス感染症の感染者と接触し
た可能性について、通知を受け取ることができる
スマートフォンのアプリです。検査の受診など保
健所のサポートを受けることができます。
　アプリのインストール方法等については、厚生
労働省のホームページをご覧ください。

「とくしまコロナお知らせシステム」を
ご利用ください
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、感
染者と同じ日に同じ施設を利用した方に対し、注
意喚起メールを県から送信する「とくしまコロナ
お知らせシステム」をご利用ください。
(1) 県の各施設やイベント会場において掲示された
専用QRコードをスマートフォン等で読み取り、
登録画面から自分のメールアドレスを送信（氏
名・住所・電話番号等の個人
情報の提供は不要です。）

(2) 感染者が発生した場合、感染
者が訪れた同日・同施設利用
者に注意喚起のメールを配信

コ
ロ
ナ
を
の
り
こ
え　
や
さ
し
く
強
い
あ
な
ん
へ
！

新型コロナウイルス感染症の影響による
国民健康保険税の減免について
　新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の
主たる生計維持者の収入が一定程度減少した世帯に
対する減免制度があります。
対象となる保険税　
　令和元年度分および令和2年度分の保険税であっ
て、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間
に納期限等が設定されている保険税。
　要件等がありますので、市ホームページをご覧い
ただくか、お問い合わせください。

問い合わせ　
税務課諸税係　☎22－1114

特別定額給付金の申請はお済みですか
申請期限は８月25日まで
　新型コロナウイルス感染症緊急経済対策による、
特別定額給付金（１人10万円）の手続きを行って
います。令和２年４月27日時点で阿南市に住民票
がある方に、手続き書類を郵送しています。届い
ていない世帯はご連絡ください。郵送での申請ま
たはオンライン申請で、期限までに手続きをお願
いします。

申請期限　
令和２年８月25日㈫まで

問い合わせ　
定額給付金対策室　
☎22－8286




